


現在、地球温暖化が世界的に大きな問題となっています。

我々の生活の基盤である地球環境を守るためには、二酸化炭素

などの温室効果ガスの大幅な排出削減が必要となっています。

また、我々の暮らしに様々な恵みをもたらす生物多様性への対

応も重要なものとなっています。

地球温暖化をはじめとする環境問題はひとつの自治体のみが解

決できるものではなく、広域的な連携という視点のもとで対策

を推進していかなければなりません。

大阪市の環境施策を取り巻くこのような状況を踏まえたうえ

で、地域が持つポテンシャルを活かした今後の環境施策の方向

性を示す必要があるという認識から、新たな「大阪市環境基本

計画」を策定しました。

環境基本計画の対象とする環境の範囲

は、都市環境の保全と創造だけでなく、

自然環境、地球環境の保全までも含む

ものです。

計画の対象

計画のめざすもの
｢低炭素社会の構築｣、｢循環型社会の形成｣、｢快

適な都市環境の確保｣の 3つを今後の環境政策

の柱とし、｢すべての主体の参加と協働｣のもと

で施策を進め、持続可能な大都市のモデルと

なる｢環境先進都市大阪｣の実現をめざします。

大阪市環境基本計画
～｢環境先進都市大阪｣の実現をめざして～
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「環境先進都市大阪」の実現
－持続可能な大都市なモデル－

快適な都市
環境の確保

循環型社会の
形成

地球温暖化対策の推進　

一般廃棄物対策の推進

低炭素社会の
構　築

低炭素型の都市づくり

産業廃棄物対策の推進

資源循環の推進

都市環境の創造

ヒートアイランド対策の推進

都市環境の保全と改善

CO2 排出削減の新たな仕組みづくり

2011( 平成 23) 年度から

2020( 平成 32) 年度までの 10 年間

計画の期間

すべての主体の参加と協働

環境教育・啓発の推進　　　すべての主体による環境保全・創造行動の展開
環境配慮の推進　　　             環境をとおした広域連携・国際協力
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